
神奈川産保メルマガ　2021年４月号

====================================================================
★□★□★　　神奈川さんぽメールマガジン　第160号　(2021年４月)
□★□★□　　　　　　ホームページ　https://www.kanagawas.johas.go.jp
====================================================================
■　今号の内容　□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

◆お知らせ
◆Webによるオンライン研修会及び各種セミナー等のご案内
◆産業保健　最近の話題
◆関連行事
◆その他

====================================================================
◆お知らせ
〇★重要★
　　令和3年度の神奈川産業保健総合支援センター事業について
　　　・当センターの重点施策等の内容を作成いたしましたので、ご確認ください。
　　　　　　令和３年度 神奈川産業保健総合支援センター事業について
 神奈川県内の中小企業等が行う安全衛生対策等を無料で支援するための情報が記
載されているので、ご確認を！
→　https://www.kanagawas.johas.go.jp/files/libs/2066/202104301118303216.pdf
　Webによるオンライン研修会及び各種セミナー等について
　　　　・コロナ禍での研修会及びセミナーを円滑に開催するためWebによる以下の研修
会等を企画しています。日程が記載されていないものは、5月中旬に発行されるメールマ
ガジン等に掲載し、お知らせいたします。

 （１） 5月13日に、神奈川労働局と神奈川産業保健総合支援センターの共同企画による
「熱中症研修会」を開催。
→　https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/22/

 （２） 衛生委員会の活性化を図るための研修会（開催日後日掲載）
 （３） 事業場において、企業に必要な産業医・産業保健機能を強化するための規程と治

療と仕事の両立支援を実施するための研修会（開催日後日掲載）
 （４） メンタルヘルス対策への取組を支援するための研修会（開催日後日掲載）

★厚生労働省ホームページ
○令和３年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱 →　
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000642212.pdf

★神奈川労働局ホームページ
○職場における熱中症予防対策
→　
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei
/hourei_seido/neccyuusyou.html

〇新型コロナウイルス感染症に対する各種支援策（特別労働相談窓口の設置、各種助成金
等）のご案内
→　
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/_20200213_00001.ht
ml

=========================================================
☆ 最近の法令改正・通達等から
★厚生労働省ホームページ
○報道発表資料
　【コロナ関連】
　　　・緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染



予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました～事業場で留意すべ
き「取組の５つのポイント」の実践例を拡充し、更なる感染予防の働きかけ～
　　→　https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-sBIu6Z7xLnOySBY

　　　・緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応
　　→　https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Q7tRcr7Jv0K3a2rRY

★独立行政法人 労働者健康安全機構
○「会議を行うにあたって新型コロナウイルス感染症の感染防止のためのポイント」（動
画）
→　
https://honbujohasgojp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ms_tomohide-hatta_honbu_
johas_go_jp/EVH80T3Dj9lFkWPiYj7c87EBPms_0DID9EmNHxLTvcSDpg?e=aeU8Tf

◆その他　

～ 従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ ～

◇ 地域産業保健センターが働く人の健康をサポートします！

労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しています
・労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む）に係る相談
・健康診断の結果について医師からの意見聴取
・長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導
・個別訪問による産業保健指導の実施

◇ 保健師が事業場に訪問します！ 

保健師による健康診断実施後の『保健指導』等を無料で実施しています

◇ 職場環境の改善に専門家の訪問・アドバイスを受けてみませんか！

　職場で抱えている職場環境や作業方法など問題解決に向けて、
労働衛生工学専門員が事業場に訪問し、職場環境をチェックして、
専門的な見地から職場環境や作業方法の改善に向けてアドバイスをいたします

各申込は、当センターのホームページからお願いします
　
→ https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/66/

====================================================================
◆次回配信
　2021年５月15日頃の予定です
====================================================================

■産業保健に関する相談・質問をされる方へ　□■□■□■□■□■□■□

　□　産業保健に関する相談や質問がありましたら気軽にご連絡ください
　　　当センターの相談員の先生方は、それぞれ、メンタルヘルス、産業医学、労働衛生
工学、保健指導等の分野で著名な方々ですので、相談には、的確、迅速に対応いたします
　　　また、事前に相談員との面談をしていただきますが、直接、事業場に相談員が訪問
して相談に対応する「実地相談」も実施していますので、ご活用ください

　□　ＦＡＸやメールでの相談については24時間常時受付けしています。
　　　相談・お問合わせのメールは当センターのホームページの次のページからお願いし
ます
　　
　　→　https://www.kanagawas.johas.go.jp/　　「産業保健関係者からの専門的な相談



・お問い合わせはこちらから！」

====================================================================

■配信内容、停止の希望、ご意見など　□■□■□■□■□■□■□■□■
　
　□　発行日は毎月1回を予定しています

　□　このメールマガジンでは、研修会の開催案内、最近の産業保健情報などをお届けし
ています。メールの関係上、詳しい情報はお伝えできないものもありますので、詳細をお
知りになりたい場合は、当センターのメール相談コーナー、又は直接お電話で
(045-410-1160)お問合せください

　□　このメールマガジンは、希望された方に発行しています
　　　配信停止を希望される方、メールアドレスの変更については、誠にお手数ですが、
当センターの「メールマガジンの登録」からご連絡ください
　
　　→　https://www.kanagawas.johas.go.jp/publics/index/60/　「メールマガジンの
登録」
　
=========================================================

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

発行元：(独)労働者健康安全機構　神奈川産業保健総合支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　〒221-0835　横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1　第6安田ビル3階
　　　　　　　　　　電話　045(410)1160　　FAX　045(410)1161
　　　ホームページ　https://www.kanagawas.johas.go.jp
　　　
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


